
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度施行 議員選挙・選任要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京 都 商 工 会 議 所 

 



 

 １号議員の選挙    ………………………  定数７６人  
 
◎ 投        票 

日  時 令和４年１０月４日(火)  午前１０時より午後７時まで 及び 

         令和４年１０月５日(水)  午前１０時より午後４時まで 

   場  所 京都商工会議所 (下京区四条通室町東入函谷鉾町７８ 京都経済センター内) 

   方  法 電磁的記録式投票機を用いた投票 
 

（付記）◆代理投票  

選挙人が投票日当日に投票所へ行くことが出来ない場合、代理人に投

票権を委任することによって、投票に参加することが出来ます。 

代理人への委任手続きは、インターネット上で行います。手続きの詳細

は選挙人へ送付する１号議員選挙のご案内にてご確認ください。なお、

代理人への委任手続きは、必ず令和４年９月２６日(月)正午までに 

インターネット上にてお済ませください。 
 
 ◎ 開        票 

日  時  令和４年１０月５日（水）午後４時３０分～ 

場  所  京都商工会議所（下京区四条通室町東入函谷鉾町７８ 京都経済センター内) 

 

議員選挙・選任規約第２６条に基づき、得票数が多い順に定数に達するまでを当選人とします。

但し、当選には有効投票総数を定数（７６）で除して得た数の６分の１以上の得票が必要です。 
 
 ◎ 選挙人の資格  

会  員 (1)令和４年６月３０日(木)までに加入金および会費を完納して会員と 

         なった者。（但し、特別会員を除く） 

(2)令和４年３月３１日(木)までに会員となった者（既会員）については 

選挙人名簿確定日（令和４年８月４日）までに令和４年度上期までの

会費を継続して完納した者。（但し、特別会員を除く） 
会費に一部でも未納がある場合、選挙人資格はありませんのでご注意ください。 

  特定商工業者  選挙人名簿確定日（令和４年８月４日）までに令和４年度の負担金を

納入した者。 
 
 ◎ 選挙権個数   
    会  員     会費口数に応じて投票できる票数が異なり、これを選挙権個数と呼び 

下記表のとおりです。 
 

 

 

会費 

口数 

選挙権 

個数 

会費 

口数 

選挙権 

個数 

会費 

口数 

選挙権 

個数 

会費 

口数 

選挙権 

個数 

 

 

１口 ２個 ８口 １６個 27－32口 ３０個 73－77口 ４５個 

２口 ４個 ９口 １８個 33－38口 ３２個 78－82口 ４６個 

３口 ６個 10－11口 ２０個 

  
39－46口 ３４個 83－87口 ４７個 

４口 ８個 12－13口 ２２個 47－54口 ３７個 88－93口 ４８個 

５口 １０個 14－17口 ２４個 55－60口 ３９個 94－99口 ４９個 

６口 １２個 18－21口 ２６個 61－66口 ４１個 100口以上 ５０個 

７口 １４個 22－26口 ２８個 67－72口 ４３個      
特定商工業者  １個  

選挙人名簿確定日（令和４年８月４日）までに、特定商工業者である会員が 
会費とは別に令和４年度の負担金を納入した場合、または会員でない特定商工
業者が令和４年度の負担金を納入した場合、１個の選挙権個数を有します。 



 

 ◎ 立  候  補  

    資  格   選挙権を有する会員に限ります。 

          法人会員・団体会員は、法人または団体としての立候補となります。 

    受  付 令和４年７月２９日(金)から８月５日(金) 
上記期間内、土・日曜日、祝日、休日を除き、毎日午前１０時から午後４時 
までの間に、所定の文書によって届け出てください。 

 
辞退期限 立候補を辞退する場合は、令和４年８月１０日(水)午後４時まで 

（土・日曜日、祝日、休日を除き、毎日午前１０時から午後４時まで） 
に所定の文書によって届け出てください。期限後の辞退はできません。 

 
◎ 選挙人名簿  

調 製 日    令和４年６月３０日(木) 選挙人資格を得るための基準日。 
令和４年度に加入する会員は加入手続きの締切日であり、既会員は選挙権個数に
反映できる会費口数の変更締切日です。選挙人名簿には、本調製日時点における
特別会員を除いた全会員の選挙権個数と、全特定商工業者（選挙権個数は各１個）
を掲載しています。 

   縦覧期間    令和４年７月２５日(月)から７月２８日(木)まで（毎日午前９時 

   より午後４時まで） 

    縦覧場所     京都商工会議所 

     確 定 日    令和４年８月４日(木) 
選挙人名簿「調製日」時点において選挙人名簿に掲載された会員等が、実際の選挙 
権を得るために、会費や負担金を納入する期限です。 

 
 
 

 ２号議員の選任    ………………………  定数５２人  
 
◎ 選任する部会の種類    総数 １２部会 
 

１．小 売 商 業 部 会 ５．建 設 産 業 部 会 ９．観 光 ・ 運 輸 部 会 

２．卸 売 商 業 部 会 ６．食 品 ・ 名 産 部 会 10．金 融 部 会 

３．繊維・染織部会 ７．化 学 部 会 11．文 化 ・ 情 報 部 会 

４．電機・機械金属部会 ８．生活産業製造部会 12．サービス産業部会 

 
◎ 選        任  
 
   期  間    令和４年６月１日(水)から令和４年７月１５日(金) までの間に、 
   各部会において選任します。 

   場  所   京都商工会議所または各部会が各々定めた場所 

   方  法    各部会において会議を招集し、議員選挙・選任規約に基づき予め割り 

当てられた定数の２号議員を選任します。 

定数の割当  各部会に割り当てられる２号議員の定数は、令和元年度・令和２年度・ 

 令和３年度の期末(各３月３１日)現在の計３回の平均による部会員数 

 の総会員数に対する比率を４５、同じく部会員の負担する会費口数の 

 総会費口数に対する比率を５５の割合として按分して算定します。 

 但し、割当比率が１未満の部会には１人を割り当て、また割当比率が 

 ８以上となる部会には８人を割り当てます。なお、割り当ての上限は、 

 ８人とします。 

 なお、本算定時の総会員数および部会員数に特別会員は含みません。 



  

 
◎ 選任・被選任資格 
         令和４年３月３１日(木)までに令和３年度分までの会費を継続して 

完納し、会員となって部会に所属した者。 

         二以上の部会に所属する会員は、予め希望によって定める一部会に 

   おいてのみ２号議員の選任・被選任の資格を有します。 

 

 

 

 ３号議員の選任    ………………………  定数２２人  
 

◎ 選      任  

  期   日   令和４年５月に開催される常議員会において選任します。 

  場   所   京都商工会議所 

  方   法   会頭が常議員会の意見を徴し、選考委員会の意見に基づいて会員の 

うちから選任します。選考委員会は、正副会頭及び常議員のうちから 

会頭が指名するものによって構成します。 

 

 ◎被選任資格 

         令和４年３月３１日(木)までに令和３年度分までの会費を継続して 

完納し、会員となって部会に所属した者。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

役員及び議員が負担する会費の最低口数について 

昭和６２年３月議員総会の申し合わせによる役員及び議員の負担する会費の最低口数

について、従前より下記のとおり実施しております。 
 
下記の最低口数は、次期（令和４年１１月から）においても役員・議員就任時から適用 

されます。 
 

役 員（常議員等） 法人・団体会員   ２８口  以上 

          個人会員      ４２口  以上 

 

議 員       法人・団体会員   １４口  以上 

          個人会員      ２１口  以上 

 

＜本資料に関するお問い合わせ＞ 
 

京都商工会議所 会員部 会員サービス課 

ＴＥＬ：０７５－３４１－９７６０ 

https://www.kyo.or.jp/kyoto 


